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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
四
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
措
置
と
し
て
、

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
そ
の
他
難
病
に
関
す
る
施
策
に
関
し
、
基
本
方
針
の
策
定
、
難
病
に
係
る
新
た
な
公
平
か
つ
安
定

的
な
医
療
費
助
成
の
制
度
の
確
立
、
難
病
の
医
療
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
の
推
進
、
療
養
生
活
環
境
整
備
事
業
の
実
施
等
の

措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

厚
生
労
働
大
臣
は
、
難
病
（
発
病
の
機
構
が
明
ら
か
で
な
く
、
か
つ
、
治
療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
希
少
な
疾
病
で
あ

っ
て
、
当
該
疾
病
に
か
か
る
こ
と
に
よ
り
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
い
う

）
の
患
者
に
対

。

す
る
医
療
等
の
総
合
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

都
道
府
県
は
、
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
（
難
病
の
う
ち
、
患
者
数
が
一
定
数
に
達
せ
ず
、
か
つ
、
客
観
的
な
診
断

基
準
が
定
ま
っ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
っ
て
、
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
確
保
を
図
る
必
要
性
が

高
い
も
の
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う

）
の
患
者
が
、
特
定
医
療
（
指
定
難
病
の
患
者
に
対
し
、

。

都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
医
療
機
関
が
行
う
医
療
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う

）
の
う
ち
、
当

。
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該
支
給
認
定
に
係
る
指
定
難
病
に
係
る
も
の
を
受
け
た
と
き
は
、
特
定
医
療
費
を
支
給
す
る
。

三

支
給
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
指
定
難
病
の
患
者
又
は
そ
の
保
護
者
は
、
都
道
府
県
知
事
の
定
め
る
医
師
の
診
断
書
を
添

え
て
、
そ
の
居
住
地
の
都
道
府
県
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
都
道
府
県
は
、
指
定
難
病
の
患
者
が
、
一
定
の
要
件
に

該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
特
定
医
療
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
支
給
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
支
給
認
定
を
し
な

い
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
指
定
難
病
審
査
会
に
審
査
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

国
は
、
難
病
の
発
病
の
機
構
、
診
断
及
び
治
療
方
法
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

、

、

、

五

都
道
府
県
は

療
養
生
活
環
境
整
備
事
業
と
し
て

難
病
の
患
者
及
び
そ
の
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ

必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
そ
の
他
の
便
宜
を
供
与
す
る
事
業
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

六

二
及
び
五
に
要
す
る
費
用
は
、
都
道
府
県
の
支
弁
と
す
る
。
国
は
、
二
に
要
す
る
費
用
の
百
分
の
五
十
を
負
担
す
る
と
と

も
に
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
五
に
要
す
る
費
用
の
百
分
の
五
十
以
内
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

七

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
附
則
の
検
討
規
定
に
つ
い
て
「
施
行
後
五
年
を
目
途
」
を
「
施
行
後
五
年
以
内
を
目
途
」
に
改

め
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。


